
目

次

告

示

○
青
森
県
立
郷
土
館
の
特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額
及
び
常

設
展
の
観
覧
の
場
合
の
特
定
期
間
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教

育

庁

文

化

財

保

護

課
）
…
一

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
ス
ポ
ー
ツ

健

康

課
）
…
二

○
青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
教
職
員
課
）
…
二

○
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
三

○
青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
学
校
施
設
課
）
…
三

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
三

○
青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序

を
定
め
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
五

○
青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
学
校
教
育
課
）
…
六

○
公
印
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
六

○
公
印
の
調
製
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

青
森
県
立
郷
土
館
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
青
森
県
立
郷
土
館
の
特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額
及
び
常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の

特
定
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額

区

分

金
額
（
一
回
に
つ
き
）

特
別
展
「
コ
ロ
コ

ロ
・
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｎ

Ｅ
」
の
観
覧

個
人

高
等
学
校
生

徒
、
中
等
教
育

学
校
後
期
課
程

生
徒
及
び
学
生

二
百
四
十
円

（
特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円
）

一
般

五
百
円

（
特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
円
）

団
体
（
二

十
人
以
上

の
も
の
に

限
る
。
）

高
等
学
校
生

徒
、
中
等
教
育

学
校
後
期
課
程

生
徒
及
び
学
生

一
人
に
つ
き

二
百
円

（
特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
六
十
円
）

一
般

一
人
に
つ
き

四
百
円

（
特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
二
十

円
）

二

常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の
特
定
期
間

青
森
県
報
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号
外
第
四
十
一
号

平
成
三
十
年

四
月
一
日

（
日
曜
日
）



平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
七
月

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
二
十
万
八
千
円
」
を
「
二
十
万
九
千
円
」
に
、
「
十
五
万
五
千
円
」
を
「
十

五
万
六
千
円
」
に
、
「
二
十
六
万
五
千
円
」
を
「
二
十
六
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
任
）

第
三
十
一
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
道
徳
」
を
「
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
平

成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立

学
校
管
理
規
則
第
十
七
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
小
学
部
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
小

学
部
に
あ
つ
て
は
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
、
」
と
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
八
戸
商
業
高
等
学
校
の
項
中

「

「
を

に
改
め
る
。

」

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
八
戸
商
業
高
等
学
校
の
国
際
経
済
科
は
、
改
正
後
の
青
森
県
立
学
校
学
則
別
表
第
一

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学

科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
十
六
号
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
第
八
十
回
国
民
体
育
大
会
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
三
第
九
号
中
「
三
内
丸
山
遺
跡
の
保
存
活
用
等
に
係
る
拠
点
施
設
」
を
「
遺
跡
区
域
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
六
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令

甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
教
育
庁
学
校
施
設
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
庁
生
涯
学
習
課

社
会
教
育
施
設
及
び
災
害

地
の
調
査
及
び
指
導
用

作

業

服

雨

合

羽

防

寒

服

ゴ
ム
長
靴

二
年

二
年

二
年

一
年

教
育
庁
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

学
校
給
食
施
設
、
学
校
体

育
施
設
及
び
社
会
体
育
施

設
並
び
に
災
害
地
の
調
査

及
び
指
導
用

作

業

服

雨

合

羽

防

寒

服

ゴ
ム
長
靴

二
年

二
年

二
年

一
年

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関
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青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
並
び
に
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
兼
務
の
副
参
事
」
及
び
「
第
八
条
の
二

を
除
き
、
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
下
に
「
及
び
室
長
代
理
」

を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
（
学
校
教
育
課
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
国
体
準

備
室
長
及
び
文
化
財
保
護
課
三
内
丸
山
遺
跡
保
存
活
用
推
進
室
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
文
化
財
保
護
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
二
号
中
「
三
内
丸
山
遺
跡
の
保
存
活
用

等
に
係
る
拠
点
施
設
」
を
「
遺
跡
区
域
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号

ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
を
廃
止
す
る

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
を
廃
止

す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
（
昭
和
五
十

五
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
六
千
二
十
円
」
を
「
六
千
四
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
の
規
定
中
「
二
千
七
百
九
十
円
」
を
「
二
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

教
育
長
職
務
代
理
者
印

「

別
表
第
一
の
１
の
⑴
の
ア
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」
「

別
表
第
一
の
２
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
る
。

第
四
条
第
四
号
ロ
中
「
場
合
」
の
下
に
「
並
び
に
研
修
、
講
習
、
集
会
等
の
会
場
と
し
て
一
時
使

用
さ
せ
る
場
合
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
（
平
成
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
事
務
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
三
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
三
号

と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
十
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
教

育
委
員
会

教
育
長
職

務
代
行
者
印

青
森
県
教

育
委
員
会

教
育
長
職

務
代
理
者
印

教
育
長
職
務
代
行
者
印
２
７

教
育
長
職
務
代
理
者
印
２
７



青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
（
そ
の
二
）
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
一
号
様
式
の
（
そ
の
三
）
中
「
道
徳
」
を
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
次
の
表
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文

書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

公

印

の

名

称

公

印

の

印

影

青
森
県
教
育
委
員
会
委
員
長
印

青
森
県
教
育
委
員
会
委
員
長
職
務
代

行
者
印

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
職
務
代

行
者
印

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
三
十
年
四
月
一
日
次
の
表
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取

扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

公

印

の

名

称

公

印

の

印

影
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小
計

小
計

特
別
の
教
科
道
徳



青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
職
務
代

理
者
印
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


